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墨田区立公園条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

改  正  案 現     行 
  
 （公園施設の設置基準） 
第２条の３ 〔略〕 
２ 法第５条の９第１項の規定により読み替

えて適用する法第４条第１項ただし書の規

定により条例で定める範囲は、法第５条の

７第１項に規定する認定公募設置等計画に

基づき法第５条の２第１項に規定する公募

対象公園施設である建築物（都市公園法施

行令（昭和３１年政令第２９０号。以下こ

の条において「政令」という。）第６条第１

項各号に規定する建築物を除く。）に限り、

当該公園の敷地面積の１００分の１０を限

度として法第４条第１項本文の規定により

認められる建築面積を超えることができる

こととする。 
３ 政令第６条第１項第１号に掲げる場合に

関する法第４条第１項ただし書の規定によ

り条例で定める範囲は、同号に規定する建

築物に限り、当該公園の敷地面積の１００

分の１０を限度として同項本文の規定によ

り認められる建築面積を超えることができ

ることとする。 
 
 
４ 政令第６条第１項第２号に掲げる場合に

関する法第４条第１項ただし書の規定によ

り条例で定める範囲は、同号に規定する建

築物に限り、当該公園の敷地面積の１００

分の２０を限度として同項本文の規定によ

り認められる建築面積を超えることができ

ることとする。 
５ 政令第６条第１項第３号に掲げる場合に

関する法第４条第１項ただし書の規定によ

り条例で定める範囲は、同号に規定する建

築物に限り、当該公園の敷地面積の１００

分の１０を限度として同項本文又は前２項

の規定により認められる建築面積を超える

ことができることとする。 
６ 政令第６条第１項第４号に掲げる場合に

関する法第４条第１項ただし書の規定によ

 〔同左〕 
第２条の３ 〔略〕 
  〔新設〕 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 都市公園法施行令（昭和３１年政令第２

９０号。以下この項において「政令」とい

う。）第６条第１項第１号に掲げる場合に

関する法第４条第１項ただし書の規定によ

り条例で定める範囲は、同号に規定する建

築物に限り、当該公園の敷地面積の１００

分の１０を限度として同項本文の規定によ

り認められる建築面積を超えることができ

ることとする。 
３ 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
４ 〔同左〕 
 
 
 
 
 
 
５ 〔同左〕 
 



り条例で定める範囲は、同号に規定する建

築物に限り、当該公園の敷地面積の１００

分の２を限度として同項本文又は前３項の

規定により認められる建築面積を超えるこ

とができることとする。 
７ 政令第８条第１項の規定による条例で定

める割合は、１００分の５０とする。 

 
 

 

 

 

  〔新設〕 

  

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


